
容
に
係
る
具
体
的
な
解
釈
に

つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
計

量
行
政
室
へ
問
い
合
わ
せ
。

　

一
般
計
量
士
登
録
証
の
写

（6）し
（
事
業
所
に
お
い
て
検
定

業
務
を
お
こ
な
う
一
般
計
量

士
3
名
分
）

　

申
請
者
本
人
の
宛
名
を
明

（7）記
し
た
返
信
用
封
筒
（
大
き

さ
は
角
型
2
号
で
、「
簡
易
書

留
」
と
朱
書
き
し
、
4
5
0

円
切
手
を
貼
付
）

　

検
定
業
務
を
実
施
す
る
事

（8）業
体
制
を
示
す
概
略
図
（
最

高
経
営
責
任
者
を
含
む
）

【
提
出
方
法
】
郵
送
に
よ
る

場
合
は
、
簡
易
書
留
等
配
達

の
記
録
が
残
る
方
法
で
送
付

す
る
こ
と
。

【
そ
の
他
】

　

講
習
時
に
J
I
S 
B 
7

（1）6
0
7
（
2
0
1
8
）
を
持

参
。

　

今
回
の
自
動
は
か
り
の
講

（2）習
は
、
自
動
捕
捉
式
は
か
り

の
み
に
限
定
し
て
い
る
が
、

次
年
度
か
ら
開
催
す
る
自
動

は
か
り
の
講
習
は
、
自
動
捕

捉
式
は
か
り
、
充
填
用
自
動

は
か
り
、
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー

ル
、
コ
ン
ベ
ア
ス
ケ
ー
ル
の

4
機
種
を
対
象
に
、
実
施
。

　

講
習
の
諸
費
用
は
、
指
定

（3）検
定
機
関
講
習
の
案
内
P
D

F
（
自
動
は
か
り
、h

ttp
s

://w
w
w
.n
m
ij.jp
/~

m
e
tro
ltrain

/ja/d
o
c

u
m
e
n
t/sh
ite
i_
k
o
sy

u
/g
u
id
e
_j-h
.p
d
f

）
を

一
読
の
こ
と
。

■
最
終
日
前
で
も
定
員
に
な

り
し
だ
い
受
付
終
了

　

受
講
申
請
書
提
出
期
間

は
、　

月　

日　

必
着
だ
が
、

10

17

（水）

最
終
日
前
で
も
定
員
に
な
り

し
だ
い
受
付
は
終
了
と
な

る
。

■
講
習
受
講
は
、
指
定
検
定

機
関
の
申
請
に
必
須

　

指
定
検
定
機
関
の
指
定
の

申
請
を
す
る
際
は
、
産
業
技

術
総
合
研
究
所
計
量
研
修
セ

ン
タ
ー
が
実
施
す
る
指
定
検

定
機
関
講
習
を
検
定
管
理
責

任
者
が
修
了
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
検
定
管
理
責
任
者

と
な
る
者
が
指
定
検
定
機
関

講
習
を
修
了
し
て
い
な
い
場

合
、
指
定
検
定
機
関
の
申
請

が
で
き
な
い
。

　

検
定
管
理
責
任
者
が
複
数

名
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
す

べ
て
の
者
が
指
定
検
定
機
関

講
習
を
修
了
し
て
い
る
必
要

は
な
く
、
検
定
管
理
責
任
者

の
う
ち
1
名
が
修
了
し
て
い

れ
ば
よ
い
。

　

指
定
検
定
機
関
の
申
請
に

お
け
る
修
了
証
の
効
力
は
2

年
間
。
指
定
検
定
機
関
講
習

は
、
新
規
指
定
の
際
の
み
で

な
く
、
3
年
に
1
回
の
指
定

の
更
新
の
際
に
、
あ
ら
か
じ

め
修
了
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

■
次
年
度
か
ら
は
4
機
種
を

対
象
に
実
施

　

今
回
の
自
動
は
か
り
の
講

習
は
、
自
動
捕
捉
式
は
か
り

の
み
に
限
定
し
て
い
る
が
、

次
年
度
か
ら
開
催
す
る
自
動

は
か
り
の
講
習
に
つ
い
て

は
、
自
動
捕
捉
式
は
か
り
、

充
填
用
自
動
は
か
り
、
ホ
ッ

パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
コ
ン
ベ
ア

ス
ケ
ー
ル
の
4
機
種
を
対
象

に
、
実
施
す
る
。

■
開
催
概
要
（
詳
細
は
、h

t

tp
s://w

w
w
.n
m
ij.jp

/~m
etroltrain

/ja/n
o

w
op
en
/H
30_sh

iteik

en
tei_jidou

.h
tm
l

）

【
受
講
資
格
】
▽
指
定
定
期

検
査
機
関
、指
定
検
定
機
関
、

指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
お

よ
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機

関
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令

第
9
条
に
規
定
す
る
指
定
検

定
機
関
の
指
定
の
申
請
を
お

こ
な
う
事
業
者
の
検
定
管
理

責
任
者
と
な
る
検
定
を
実
施

す
る
者
▽
申
込
は
指
定
検
定

機
関
に
申
請
予
定
の
各
法
人

等
か
ら
1
名
の
検
定
管
理
責

任
者
に
限
る
。

【
受
講
注
意
事
項
】

　

本
講
習
は
指
定
検
定
機
関

（1）の
検
定
管
理
責
任
者
と
し
て

必
要
な
知
識
お
よ
び
技
能
を

習
得
す
る
た
め
の
講
習
で
あ

り
、
指
定
検
定
機
関
の
申
請

の
た
め
の
説
明
会
で
は
な

い
。

　

受
講
誓
約
書
を
提
出
し
、

（2）受
講
誓
約
書
の
内
容
（
講
習

受
講
後
）
を
誓
約
で
き
る
受

講
者
が
受
講
対
象
と
な
る
。

　

受
講
す
る
に
あ
た
り
、
受

（3）講
応
募
者
に
お
け
る
指
定
検

定
機
関
の
指
定
の
申
請
の
準

備
状
況
に
よ
っ
て
は
、
応
募

し
て
も
受
講
で
き
な
い
場
合

が
あ
る
。

【
講
習
時
期
】2
0
1
8（
平

成　

）
年　

月　

日　

～　

30

12

11

（火）

12

月　

日　
13

（木）

【
講
習
会
場
】
産
業
技
術
総

合
研
究
所
計
量
標
準
普
及
セ

ン
タ
ー
計
量
研
修
セ
ン
タ
ー

（
〒
3
0
5
―
8
5
6
1
、

茨
城
県
つ
く
ば
市
東
1
丁
目

1
番
地
1
中
央
第
1
外
周
さ

く
ら
館
）

【
講
習
の
概
要
】　

計
量
法

（1）

等
の
法
令
に
関
す
る
事
項　
（2）

指
定
検
定
機
関
制
度
に
関
す

る
事
項　

検
定
検
査
に
関
す

（3）

る
基
準
お
よ
び
実
習
の
事
項

（1） 2018年（平成30年）10月7日（日）第 3211号 （　　　　）昭和26年4月4日 
第三種郵便物認可

2
0
1
8
年
度
指
定
検
定
機
関
講
習
、
J
Q
A
が
欧
州
事
務
所 
①
面

国
際
度
量
衡
総
会
の
概
要
、
4
単
位
の
定
義
改
定
を
予
定 
②
③
面

資
料
・「
基
準
器
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」
他 
④
⑤
⑥
面

社
説
、
製
品
（
A
&
D
）、
J
Q
A
ベ
ト
ナ
ム
に
会
社
、
他  

 
⑦
面

計
工
連
経
済
産
業
大
臣
表
彰
を
受
賞
、経
済
産
業
大
臣
表
彰
を
受
賞
・

イ
ン
タ
ー
メ
ジ
ャ
ー
2
0
1
8
、島
津
製
作
所
新
研
究
棟
、他 
⑧
面

今週の主な記今週の主な記事事

指
定
検
定
機
関
講
習

「
自
動
は
か
り
：
自
動
捕
捉
式
は
か
り
」を
募
集

受
講
申
請
書
申
請
期
間
は
、　

月　

日　
（
必
着
）ま
で

10

17

（水）

　

指
定
検
定
機
関
の
申
請
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
指
定

検
定
機
関
講
習
（
自
動
は
か
り
：
自
動
捕
捉
式
は
か
り
）

の
受
講
受
付
が
開
始
さ
れ
た
。受
講
申
請
書
提
出
期
間
は
、

2
0
1
8
（
平
成　

）
年
9
月　

日　

～　

月　

日　

ま

30

26

（水）

10

17

（水）

で
。
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、最
終
日
必
着
。
講
習
時
期
は
、

2
0
1
8
（
平
成　

）
年　

月　

日　

～　

月　

日　

。

30

12

11

（火）

12

13

（木）

講
習
時
期
は
、2
0
1
8

（
平
成　

）年　

月　

日　

30

12

11

（火）

～　

月　

日　

12

13

（木）

【
受
講
料
】　

万
4
8
0
0

12

円【
受
講
定
員
】　

名
20

【
受
講
申
請
書
提
出
期
間
】

2
0
1
8
（
平
成　

）
年
9

30

月　

日　

～　

月　

日　

26

（水）

10

17

（水）

（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
最
終

日
必
着
、
た
だ
し
、
最
終
日

前
で
も
定
員
に
な
り
し
だ
い

受
付
は
終
了
）

【
受
験
願
書
等
提
出
先
】
国

立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術

総
合
研
究
所
計
量
標
準
普
及

セ
ン
タ
ー
計
量
研
修
セ
ン

タ
ー
（
指
定
検
定
機
関
講
習

担
当
）
＝
〒
3
0
5
―
8
5

6
1
、
茨
城
県
つ
く
ば
市
東

1
丁
目
1
番
地
1
中
央
第
1

外
周
さ
く
ら
館

【
提
出
書
類
】

　

受
講
申
請
書
（
産
業
技
術

（1）総
合
研
究
所
が
定
め
る
別
紙

様
式
第
3
）
自
動
は
か
り

　

履
歴
書
（
産
業
技
術
総
合

（2）研
究
所
が
定
め
る
別
紙
様
式

第
2
）
写
真　

を
貼
付

（3）

　

写
真
（
大
き
さ
は
、
縦
4
・

（3）5　

×
横
3
・
5　

、
正
面
、

cm

cm

半
身
、
脱
帽
、
提
出
日
前
3

カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
も

の
。裏
面
に
氏
名
を
自
署
し
、

履
歴
書
に
貼
付
）

　

受
講
に
関
す
る
調
査
票

（4）（
指
定
検
定
機
関
講
習
）
自

動
は
か
り

　

受
講
誓
約
書
（
指
定
検
定

（5）機
関
講
習
）：
別
添
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
含
む
。
自
動
は
か

り
。
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
内

　

日
本
品
質
保
証
機
構
（
J

Q
A
）
は
、
欧
州
に
進
出
す

る
日
系
企
業
の
欧
州
に
お
け

る
規
制
対
応
、
認
証
（
C
E

マ
ー
キ
ン
グ
等
）
取
得
の
サ

ポ
ー
ト
、
欧
州
現
地
企
業
の

日
本
市
場
へ
の
参
入
支
援
の

目
的
で
、
9
月
1
日
、
ド
イ

ツ
・
エ
ッ
セ
ン
市
に
欧
州
駐

在
員
事
務
所
を
開
設
し
た
。

■
J
Q
A
欧
州
駐
在
員
事
務

所
の
概
要

【
名
称
】
J
Q
A
欧
州
駐
在

員
事
務
所
（
J
Q
A 
E
U
R

O 
O
f
f
i
c
e
）

【
代
表
者
】
男
澤
英
貴
（
お

ざ
わ
・
ひ
で
た
か
、
駐
在
員

事
務
所
長
）

【
所
在
地
】Lan

g
em
arc

k
strase

20,
45141

E

ssen
,
G
erm
an
y

（T
U

V
N
O
R
D
C
E
R
T
G
m

bH

内
）

【
連
絡
先
】
電
話
+
4
9

（
0
）
2
0
1　

8
2
5−

2
0
5
5
、
電
子
メ
ー
ルin

fo-eu
ro@
jqa.jp

【
設
立
日
】
2
0
1
8
年
9

月
1
日

日
本
品
質
保
証
機
構

（
J
Q
A
）

ド
イ
ツ
・
エ
ッ
セ
ン

市
に
欧
州
駐
在
員

事
務
所
を
開
設


